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衆
議
院
議
員
米
山
隆
一
君
提
出
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
（
大
阪
・
関
西
万
博
）
の
入
場
制
限
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、

別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
米
山
隆
一
君
提
出
二
〇
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
（
大
阪
・
関
西
万
博
）
の
入
場
制
限
に
関
す
る
質
問
に

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

吉
村
大
阪
府
知
事
に
よ
る
御
指
摘
の
「
発
言
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
同
知
事
が
、

公
務
の
場
に
お
け
る
発
言
で
は
な
い
旨
及
び
日
本
維
新
の
会
が
開
催
し
た
集
会
に
お
い
て
政
治
家
と
し
て
発
言
し
た
も
の
で

あ
る
旨
述
べ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
発
言
は
、
政
治
家
個
人
と
し
て
の
発
言
で
あ
っ
て
、
同
知

事
が
そ
の
公
務
と
し
て
務
め
る
公
益
社
団
法
人
二
○
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
（
以
下
「
博
覧
会
協
会
」
と
い
う
。
）

の
理
事
と
し
て
の
発
言
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
の
「
公
益
社
団
法
人
二
○
二
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
協
会
（
万
博
協

会
）
の
見
解
」
に
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
吉
村
大
阪
府
知
事
に
よ
る
御
指
摘
の
「
発
言
」
は
、
政
治
家
個
人
と
し
て
の
発
言
で
あ

る
た
め
、
お
尋
ね
の
「
吉
村
洋
文
氏
の
発
言
の
撤
回
が
必
要
と
考
え
て
い
る
か
否
か
」
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す

る
立
場
に
な
い
。 



 

２ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
発
言
」
に
関
す
る
政
府
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

が
、
吉
村
大
阪
府
知
事
に
つ
い
て
は
、
博
覧
会
協
会
の
定
款
に
基
づ
き
、
令
和
七
年
に
開
催
さ
れ
る
国
際
博
覧
会
の
準
備
、

開
催
運
営
等
に
寄
与
す
る
地
方
公
共
団
体
の
代
表
者
と
し
て
博
覧
会
協
会
の
社
員
総
会
の
決
議
に
よ
り
理
事
に
選
任
さ
れ
、

博
覧
会
協
会
の
理
事
会
の
決
議
に
よ
り
副
会
長
に
選
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
代
表
理
事
の
諮
問
に

応
じ
て
意
見
を
述
べ
る
と
い
っ
た
副
会
長
の
職
務
を
適
切
に
遂
行
し
て
き
て
い
る
も
の
と
博
覧
会
協
会
か
ら
聞
い
て
い
る
。 


